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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 312,562,500株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提
出会社において標準となる株式であります。なお、単
元株式数は100株となっております。

 

(注) １．当社が本株式交付の対価として取得するＷｅＣａｐｉｔａｌ株式会社（東京都港区六本木四丁目１番４号黒

崎ビル３階、代表取締役　松田　悠介、以下「Ｗｅ社」といいます。）の株式数及び本株式交付の株式交付

比率を勘案して記載しております。なお、Ｗｅ社の普通株式の保有者が譲り渡す株式数に応じて、実際に当

社が交付する株式数が変動することがあります。

２．2024年８月30日付当社取締役会において承認した本株式交付にかかる株式交付計画（以下「本株式交付計

画」といいます。）について、2024年９月30日開催予定の当社臨時株主総会及び当社の普通株主による種類

株主総会において当社株主の承認が得られることを条件として行います。

３．当社は、普通株式と異なる種類の株式として、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式についての定めを定款に定め

ております。Ａ種種類株式及びＢ種種類株式には、普通株式の交付と引換えに、その全部又は一部を取得す

る取得条項が付されており、Ｂ種種類株式には金銭を対価とする取得請求権も付されております。なお、単

元株式数については普通株式は100株、Ａ種種類株式及びＢ種種類株式は１株であり、Ａ種種類株式を有す

る種類株主は、Ａ種種類株主を構成員とする種類株主総会においてＡ種種類株式１株につき１個の議決権

を、Ｂ種種類株式を有する種類株主は、Ｂ種種類株主を構成員とする種類株主総会においてＢ種種類株式１

株につき１個の議決権をそれぞれ有しております。また、当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為を

する場合には、法令に別段の定めのある場合を除くほか、Ａ種種類株主及びＢ種種類株主を構成員とするそ

れぞれの種類株主総会の決議を要しないこと定めております。

４．本新株式に関し、当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

株式交付によることとします。(注)

(注)　当社普通株式は、Ｗｅ社の普通株式の譲渡人に対して割り当てられます。本株式交付に係る割当ての内容

の詳細については、「第二部　公開買付け又は株式交付に関する情報　第１　公開買付け又は株式交付の

概要　４　公開買付け又は株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠　(1) 本株式交付に係る割当て

の内容(株式交付比率)」をご参照ください。

 

(2) 【募集の条件】

該当事項はありません。

 

(3) 【申込取扱場所】

該当事項はありません。

 

(4) 【払込取扱場所】

該当事項はありません。

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

該当事項はありません。

 

(2) 【手取金の使途】

該当事項はありません。
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第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

当社は本新株予約権発行のほか2024年８月30日開催の取締役会において、①第三者割当による普通株式の発行、②

第三者割当による第６回新株予約権の発行、③第三者割当による第７回新株予約権の発行を決議しております。詳細

につきましては、当社が2024年８月30日に提出した上記①～③に係る有価証券届出書をご参照ください。

 
(1) 第三者割当による普通株式の発行

募集株式の種類及び数 普通株式　13,636,200株

募集株式の払込金額 １株につき22円とする。

払込金額の総額 299,996,400円

申込期日 2024年10月３日

払込期日 2024年10月８日

増加する資本金及び資本準備
金の額

資本金：149,998,200円
資本準備金：149,998,200円

募集の方法

第三者割当の方法により、以下の者に次のとおり割り当てる。
松田　悠介　　　　　909,100株
橋口　遼　　　　　　909,100株
芝　清隆　　　　　　681,800株
竹岡　裕介　　　　　681,800株
吉田　拓巳　　　　　454,500株
五味田　匡功　　　　454,500株
秋田　雅弘　　　　　454,500株
柴田達宏 　　　　 9,090,900株

払込取扱場所
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目１番３号
近畿産業信用組合　本店営業部

 

 
(2) 第三者割当による第６回新株予約権の発行

発行数
534,800個（新株予約権１個につき100株）
（注）上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数が募集の上限数に達しな

かったこと等により割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。

発行価額の総額
17,113,600円
（注）　上記発行価額の総額は上限の発行価額の総額を示したものです。

発行価格 新株予約権１個につき32円（新株予約権の目的である株式１株当たり0.32円）

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2024年９月30日（月）～2024年10月３日（木）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 管理本部
東京都千代田区紀尾井町４番１号　ニューオータニガーデンコート12階

割当日 2024年10月８日（水）

払込期日 2024年10月８日（水）

払込取扱場所
近畿産業信用組合　本店営業部
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目１番３号
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(3) 第三者割当による第７回新株予約権の発行

発行数

1,069,600個（新株予約権１個につき100株）

（注）上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数が募集の上限数に達しな

かったこと等により割り当てる新株予約権の数が減少することがあります。

発行価額の総額
34,227,200円

（注）　上記発行価額の総額は上限の発行価額の総額を示したものです。

発行価格 新株予約権１個につき32円（新株予約権の目的である株式１株当たり0.32円）

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2024年９月30日（月）～2024年10月３日（木）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ 管理本部

東京都千代田区紀尾井町４番１号　ニューオータニガーデンコート12階

割当日 2024年10月８日（火）

払込期日 2024年10月８日（火）

払込取扱場所
近畿産業信用組合　本店営業部

大阪府大阪市中央区淡路町二丁目１番３号
 

 
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。

 
第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

１ 【公開買付け又は株式交付の目的等】

１．株式交付の目的及び理由

当社は、2022年10月期営業損失69,417千円を計上し、2023年10月期（前連結会計年度）においても営業損失

415,142千円を計上することとなったため早急な立て直しが必要であると判断し、2023年12月14日開催の臨時株主総

会では本店及び業務執行する経営陣を、2024年１月29日開催の定時株主総会では新たな監査等委員（社外取締役）

を選任したことで経営陣を刷新、新たな体制をスタートさせました。そして、前経営陣が進めていた絶景ジャパン

プロジェクトについては新規仕入れを停止し、都心の一等地を中心とした投資家向け案件の取り扱いを開始いたし

ました。2024年１月29日付け「販売用不動産の取得及び資金の借入に関するお知らせ」においてお知らせしました

東京都内の物件の取得を皮切りに、2024年４月５日付け「販売用不動産（開発用地）の取得に関するお知らせ」記

載の東京都渋谷区の開発用地を、2024年４月25日付け「販売用不動産の取得に関するお知らせ」記載の東京都港区

六本木一丁目の物件を、2024年５月30日付け「販売用不動産の取得に関するお知らせ」記載の港区六本木、虎ノ

門、渋谷区、千代田区などの東京都内８物件をお知らせしましたとおり順調に取得しております。一方で、一般顧

客向けの物件については取り扱っておらず、情報を得られても当社では採算が合わないと判断せざるを得ない状況

でした。そのような状況下、

不動産事業領域の拡大発展のために2024年６月28日付「リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得（子会

社化）に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行（現物出資）に関するお知らせ」で公表し

ましたとおり、２社を子会社化することといたしました。

以上のとおり、順調に不動産事業領域を拡大させている中、更なるＭ＆Ａを検討していたところ、2024年６月に

当社代表取締役新藤が取引先である柴田商事株式会社の代表取締役柴田氏よりWe社の紹介を受け協業について検討

を実施することとなりました。We社内の規定上、資本関係にある先と取引を行うという説明を受け、今後の取引に

向けて2024年６月27日付でWe社代表の松田氏と株式譲渡契約書を締結しWe社の株式の一部を購入いたしました。We

社は、その傘下にヤマワケエステート株式会社を保有し、不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファン

ディングサービス「ヤマワケエステート」を運営しております。ヤマワケエステート株式会社は、2023年９月26日

にサービスを開始しておりスタートアップ企業という位置付けとなりますが、すでに本日現在で108案件、調達総額

229億円を募集する等、着実に実績を積み上げております。そのような状況下、当社は、不動産売買による収益拡大

のみならず、当社が手掛けていない不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディングによる業績拡大

が期待できることから、不動産案件の紹介や投資家紹介を含めた協業、及び当社グループの業績達成や企業価値の

向上を共に目指すために株式交付の手法によるWe社の子会社化の提案に至り、合意いたしました。

なお、本件は2021年３月１日に施行された改正会社法において導入された株式交付制度を活用したものとなりま

す。株式交付制度においては、株式交付親会社が株式交付子会社をその子会社とするために株式交付子会社の株式

を譲り受け、当該株式の譲渡人である株式交付子会社の譲渡人に対して、当該株式の対価として株式交付親会社の

株式が交付されます。また、他の会社を完全子会社化することになる株式交換制度とは異なり、株式交付制度を利

用した場合には他の会社を完全子会社ではない子会社とすることができます。今回、Ｗｅ社の既存株主の中には、

当社によるＷｅ社の完全子会社化に賛同いただけるかご意向が不明の株主も存在し、引き続きＷｅ社の株主である

ことを望まれる株主のご意向を尊重できることから、完全子会社化が前提である株式交換ではなく、株式交付制度

を利用することといたしました。

なお、意向が確認できている株主については、2024年８月29日時点で50.01％と過半数を超えており、株式交付制

度を利用した子会社化については問題なく実施できるものと考えております。

また、We社の子会社化を検討するにあたり、株式交付制度以外に資金調達をしたうえでの買収スキームについて

も検討いたしましたが、いずれも現実的に不可能であると判断し、株式交付制度を活用することといたしました。
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(1) 金融機関からの借入れ

金融機関からの借入れにつきましては、当社の過去の決算状況及び未だ安定的な収益基盤を確立するに至って

いないため、買収に必要な資金調達が不可能であることから除外することといたしました。

 
(2) 公募増資

公募増資につきましては、現在の当社の財務状況(2023年10月期営業損失415,142千円)は早急な立て直しが必要

な状況であることや買収に必要な資金調達額を鑑みると、引受幹事証券を探すことは困難であること、公募増資

を実施することは現実的ではないと判断し除外することといたしました。

 
また、本株式交付にあたりWe社株主との間で2024年９月中に締結を予定している株式譲渡契約書において、We

社の経営に関与する株主（松田悠介、芝清隆、竹岡裕介、TSM総合ファーム株式会社、株式会社 ハーバルアイ、

秋田雅弘、橋口遼、五味田匡功）に限り、以下の調整条項（逆アーンアウト条項）が記載された契約内容にて締

結する予定です。これは、We社の経営に関与する株主には引き続き経営に関与いただく上で、We社の事業計画に

対してコミットいただくこと、合わせて本件株式交付に対するリスクヘッジとなること、株価への即時の影響を

防ぐために、弊社代表取締役新藤より提案し以下の条件にて合意を得ました。

なお、条項記載の「米国NASDAQ市場に上場」については、We社へのヒアリングにより確認をしており、現在上

場に向けた準備を検討しているという状況です。現時点で上場が確定している事実はございませんのでご留意く

ださい。

＜調整条項＞

(1)本交付株式の供与については、以下の達成条件①及び②を充足するか否かによって調整が図られるものとす

る。なお、当該達成条件①及び②は並列条件であり、一方の条件の成就・未成就が、他方の条件の成就・未

成就に影響を及ぼすものではない。

①2025年12月31日時点（以下「基準日①」という。）にてWe社２０２５年９月期における達成条件（以下「達成

条件①」という。）

　(ア)We社株式が期末までに米国NASDAQ市場に上場している状態にあり、かつ同市場における期末時点での同社

の時価総額（または２０２５年９月１日から同月３０日までの同社の時価総額の終値の平均額）が１５０億

円（為替レート：２０２５年９月末時点）を超過していること

　　　　　または

　(イ)２０２５年９月期における、日本会計基準に基づき算定された対象会社のEBITDAが６億円を超過している

こと

 
②2026年12月31日時点（以下「基準日②」という。）にてWe社２０２６年９月期における達成条件（以下「達成

条件②」という。）

(ア)We社株式が期末までに米国NASDAQ市場に上場している状態にあり、かつ同市場における期末時点での同社の

時価総額（または２０２６年９月１日から同月３０日までの同社の時価総額の終値の平均額）が１５０億円

（為替レート：２０２６年９月末時点）を超過していること

　または

(イ)２０２６年９月期における、日本会計基準に基づき算定された対象会社のEBITDAが８億円を超過しているこ

と

 
(2)対象会社が達成条件①または②を達成条件①の場合基準日①時点で、達成条件②の場合基準日②時点で充足し

ない場合、譲渡人は、本交付株式（当該株式が組織変更その他によって別の株式等に変換されている場合は当

該株式等。以下本条において同じ。）の株式数に２５パーセントを乗じた数の譲受人発行にかかる株式を譲受

人に返還するものとする。なお、疑義を避けるために明示すると、達成条件ごとに本交付株式を返還するか否

かを確認するものとし、いずれの達成条件も充足しない場合には、本交付株式の株式数に５０パーセントを乗

じた数の譲受人発行にかかる株式を譲受人に無償で譲渡し、いずれかのみ充足した場合には本交付株式の株式

数に２５パーセントを乗じた数の譲受人発行にかかる株式を譲受人に無償で譲渡するものとする。

(3)前号に該当する場合、譲渡人は、達成条件①の場合は２０２６年３月末日までに、前号②所定の達成条件②の

場合は２０２７年３月末までに、前号の規定に従い算定された譲受人発行にかかる本交付を譲受人に無償で譲

渡するものとする。
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＜ロックアップ＞

譲渡人は、本交付株式の譲渡について、以下の株式に関し、下記記載の時点まで譲渡、担保設定　その他いか

なる処分もしてはならない。

(ア)本交付株式の株式数の２５パーセント相当数

　達成条件①を充足することが客観的資料に基づき明らかになった時点まで

(イ)本交付株式の株式数の２５パーセント相当数

　達成条件②を充足することが客観的資料に基づき明らかになった時点まで

 
以上を踏まえて、当社監査等委員３名全員(うち会社法上の社外取締役３名)から、株式交付制度を活用したWe

社の子会社化については、同社子会社が営む不動産クラウドファンディング事業について悲観的なシナリオでも

一定のシナジーが見込まれており、今後の業界の市場規模の推移について注視が必要ではあるが当社グループの

業績の向上に資すると考えられること、本株式交付の実行を株主の判断に委ね株主総会で決議されること、We社

の経営に関与する株主への逆アーンアウト条項等の設定により一定のリスクヘッジがなされていること、を踏ま

えると妥当である旨の意見を本日開催の取締役会で得ております。
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なお、Ｗｅ社の概要は以下のとおりです。

（１）商号 ＷｅＣａｐｉｔａｌ株式会社

（２）所在地 東京都港区六本木四丁目１番４号黒崎ビル３階

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役　松田　悠介

（４）事業内容
第二種金融商品取引業、投資事業組合、投資事業有限責任組合、匿名組
合、任意組合の企画及び組成、不動産の売買・交換・仲介・代理等

（５）資本金 1,090,501千円（2024年７月31日現在）

（６）設立年月日 2013年４月10日

（７）発行済株式総数 50,284株（2024年７月31日現在）

（８）決算期 ９月30日

（９）大株主及び持株比率
（2024年８月20日現在）

TSM総合ファーム株式会社　18.53％
合同会社ルビーインベストメント　9.27％
大和財託株式会社　7.65％
橋口　遼　7.16％
松田　悠介　5.97％
芝　清隆　5.97％
竹岡　裕介　5.97％

 

 
２．提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における株式交付子会社と提出会社の企業集団の関係

(1) 提出会社の企業集団の概要

本株式交付の効力発生後における当社の企業集団の概要は以下のとおりとなる予定です。

①　提出会社の概要

(1) 商号 株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

(2) 所在地 東京都千代田区紀尾井町４番１号

(3) 代表者及び役員

代表取締役　　　　　新藤　弘章
取締役　　　　　　　砂川　優太郎
取締役(監査等委員)　依田　俊一
取締役(監査等委員)　松丸　三枝子
取締役(監査等委員)　岩崎　比菜

(4) 事業内容 不動産事業、投資事業等

(5) 資本金 103,542千円(2024年４月30日現在)

(6) 決算期 10月31日
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②　提出会社の企業集団の概要

当社の企業集団の概要は、本株式交付により、以下のとおりとなる予定です。

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権の

所有割合(％)
関係内容

(連結子会社)
株式会社ＲＥＶＯＬ
ＵＴＩＯＮ ＦＩＮ
ＡＮＣＥ(注)３

東京都千代田区 50,000千円 不動産クレジット事業 100.0
役員の兼任１名
資金の貸付

株式会社ＲＥＶＯＬ
ＵＴＩＯＮ ＲＥＡ
ＬＴＹ

東京都千代田区 1,000千円 不動産事業 100.0 ―

Ｊａｐａｎ Ａｌｌ
ｏｃａｔｉｏｎ Ｆ
ｕｎｄ ＳＰＣ

ケイマン諸島 0.01米ドル 投資事業 100.0 役員の兼任２名

ＷｅＣａｐｉｔａｌ
株式会社
(注)３

東京都港区 1,063,427千円 不動産事業 未定
役員の兼任１名
(予定)

ヤマワケエステート
株式会社

大阪府大阪市 100,000千円 不動産事業
－

(100.0)
―

ヤマワケレンディン
グ株式会社

東京都港区 50,000千円 その他(貸金業等)
－

(100.0)
―

ヤマワケギャラン
ティ株式会社

福岡県福岡市 9,000千円 不動産事業
－

(67.0)
―

ヤマワケアート株式
会社

東京都港区 1,000千円 その他(アート売買等)
－

(100.0)
―

ＷｅＣａｐｉｔａｌ
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，
Ｉｎｃ．

東京都港区 1,057千円 その他（各種金融）
－

(90.0)
―

 

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

３．特定子会社であります。

４．「議決権の所有割合」欄の()内は間接所有割合であります。

 
(2) 提出会社の企業集団における株式交付子会社と提出会社の企業集団との関係

①　資本関係

当社は提出日現在においてＷｅ社の株式を93株保有しております。本株式交付により、当社はＷｅ社の普通

株式の過半数を保有し、Ｗｅ社は当社の子会社となる予定です。

②　役員の兼任関係

提出日現在において役員の兼任はありませんが、本株式交付後、当社取締役がＷｅ社の役員を兼務する予定

です。

③　取引関係

当社が仲介していた物件を紹介した以外に直接取引はありません。

 
２ 【公開買付け又は株式交付の当事会社の概要】

該当事項はありません。
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３ 【公開買付け又は株式交付に係る契約等】

１．株式交付計画の内容の概要

当社は、2024年８月30日開催の当社取締役会において、2024年10月11日を効力発生日とし、当社を株式交付親会

社、Ｗｅ社を株式交付子会社とする株式交付を行うこととする本株式交付計画の承認を得ており、2024年９月30日

開催予定の当社臨時株主総会及び当社の普通株主による種類株主総会において、本株式交付計画の承認を求めるこ

ととしております。

本株式交付計画に基づき、Ｗｅ社の普通株式１株に対して、当社の普通株式12,429株を交付します。

本株式交付計画の内容は下記の「２．株式交付計画の内容」のとおりです。

 
　２．株式交付計画の内容

　　　本株式交付計画の内容は、以下のとおりです。

 
株式交付計画書

 
株式会社REVOLUTION（以下「甲」という。）は、甲を株式交付親会社、WeCapital株式会社（以下「乙」という。）を株

式交付子会社とする株式交付（以下「本株式交付」という。）を行うにあたり、以下のとおり株式交付計画（以下「本

計画」という。）を作成する。

 
第１条（株式交付子会社の商号及び住所）

　　乙の商号及び住所は以下のとおりである。

　　商号：WeCapital株式会社

　　住所：東京都港区六本木4丁目1－4　黒崎ビル3階

 
第２条（株式交付親会社が本株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限）

　　甲が本株式交付に際して譲り受ける乙の株式の数の下限は、25,148株とする。

 
第３条（本株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する株式及びその割当て）

1.甲は、本株式交付に際し、乙の株式の譲渡人に対して、当該株式の対価として、その譲渡する乙の普通株式の合計数

に12,429を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。

2.甲は、本株式交付に際して、乙の普通株式の譲渡人に対して、その譲渡する乙の普通株式1株につき、甲の普通株式

12,429株を割り当てる。

3.前二項の規定に従い、甲が乙の普通株式の譲渡人に対して交付する甲の普通株式の数に1株に満たない端数があるとき

は、甲は、会社法第234条その他関係法令の規定に従い、処理する。

第４条（株式交付親会社の資本金及び準備金の額）

　　本株式交付により増加する甲の資本金及び準備金の額については、会社計算規則第39条の2に定めるところに従っ

て、甲が適当に定める。

 
第５条（株式交付子会社の株式の譲渡しの申込の期日）

　　乙の株式の譲渡しの申込みの期日は、令和6年10月７日とする。ただし、甲は、本株式交付が効力を生ずる日（以下

「効力発生日」という。）を変更する場合には、当該変更と同時にこれを変更することができる。

 
第６条（効力発生日）

　　効力発生日は、令和６年10月11日とする。但し、本株式交付の手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場

合、甲は、これを変更することができる。

 
第７条（本株式交付の実行の条件）

　　本計画は、効力発生日の前日までに、甲の株主総会の決議による承諾が得られなかった場合には、その効力を失

う。

 
第８条（本計画の変更及び本株式交付の中止）

　　本計画作成日から効力発生日に至るまでの間に、①天災地変その他の事由によって、甲もしくは乙の財産状態もし
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くは経営状態に重大な変動が生じた場合、または②本株式交付の実行に重大な支障となる事態もしくはその実行を著し

く困難にする事態が生じた場合には、甲は本計画の内容を変更し、または本株式交付を中止することができる。

 
第９条（規定外事項）

　　本計画に定めるもののほか、詳細な株式の譲受に際しての条件等本株式交付に必要な事項は、本株式交付の趣旨に

従って、甲がこれを定める。

 
令和６年８月30日

東京都千代田区紀尾井町４番１号

ニューオータニガーデンコート12階

株式会社REVOLUTION

代表取締役　新藤弘章

 
３．We社株主との株式譲渡契約書締結

　　当社は、本株式交付の対価としてWe社の普通株式を当社に譲り渡す同株式の保有者との間で、以下の内容（ただ

し、(1)～(4)は同社取締役や大株主（(3)は取締役のみ）との間の契約書に限ります。以下本３項において「譲渡人」

といいます。）を含む株式譲渡契約（以下、本３項において「本契約」といいます。）を締結予定です。

 
(1) 本交付株式の返還条項（調整条項）

　本株式交付により、当社は、We社株主に対して、後記４記載の株式交換比率により当社株式（以下、本３項において

「本交付株式」といいます。）を割り当てることになりますが、本交付株式について、譲渡人との契約において、以下

の内容の返還条項を定めることを合意しております。

 
ア　本交付株式の供与については、以下の達成条件①及び②を充足するか否かによって調整が図られるものとする（調

整の具体的な内容については下記イ参照）。なお、当該達成条件①及び②は並列条件であり、一方の条件の成就・未成

就が、他方の条件の成就・未成就に影響を及ぼすものではない。

 
①　2025年12月31日時点（以下「基準日①」という。）にてWe社２０２５年９月期における達成条件（以下「達成条件

①」という。）

　(ア)We社株式が期末までに米国NASDAQ市場に上場している状態にあり、かつ同市場における期末時点での同社の時価

総額（または２０２５年９月１日から同月３０日までの同社の時価総額の終値の平均額）が１５０億円（為替レート：

２０２５年９月末時点）を超過していること

　または

　(イ)２０２５年９月期における、日本会計基準に基づき算定されたWe社のEBITDAが６億円を超過していること

 
②　2026年12月31日時点（以下「基準日②」という。）にてWe社２０２６年９月期における達成条件（以下「達成条件

②」という。）

　(ア)We社株式が期末までに米国NASDAQ市場に上場している状態にあり、かつ同市場における期末時点での同社の時価

総額（または２０２６年９月１日から同月３０日までの同社の時価総額の終値の平均額）が１５０億円（為替レート：

２０２６年９月末時点）を超過していること

　または

　(イ)２０２６年９月期における、日本会計基準に基づき算定されたWe社のEBITDAが８億円を超過していること

 
イ　We社が達成条件①または②を達成条件①の場合基準日①時点で、達成条件②の場合基準日②時点で充足しない場

合、譲渡人は、本交付株式（当該株式が組織変更その他によって別の株式等に変換されている場合は当該株式等。以下

本３項において同じ。）の株式数に２５パーセントを乗じた数の当社発行にかかる株式を当社に返還するものとする。

なお、疑義を避けるために明示すると、達成条件ごとに本交付株式を返還するか否かを確認するものとし、いずれの達

成条件も充足しない場合には、本交付株式の株式数に５０パーセントを乗じた数の当社発行にかかる株式を当社に無償

で譲渡し、いずれかのみ充足した場合には本交付株式の株式数に２５パーセントを乗じた数の当社発行にかかる株式を

当社に無償で譲渡するものとする。
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ウ　上記イに該当する場合、譲渡人は、達成条件①の場合は２０２６年３月末日までに、上記イ②所定の達成条件②の

場合は２０２７年３月末までに、上記イの規定に従い算定された当社発行にかかる本交付株式を当社に無償で譲渡する

ものとする。

 
(2) 譲渡人による株主権の行使

譲渡人は、以下に規定する一部の本株式交付に関する株主権の行使について、下記に定める時期に限り譲受人の事前の

指示に従いこれを行うものとする。

(ア)本交付株式の株式数の５０パーセント相当数

　本契約のクロージング時点から2026年3月末日まで

(イ)本交付株式の株式数の２５パーセント相当数

　2026年4月1日から2027年3月末日まで

 
(3) 譲渡人による誓約事項

譲渡人は、We社の取締役である限り当社の事前の書面による承諾なくして当社の保有するWe社株式保有割合に影響を与

え又は与えうる行為を行い又はそのような取締役会決議に賛成してはならない。

 
(4) ロックアップ

譲渡人は、本交付株式の譲渡について、以下の株式に関し、下記記載の時点まで譲渡、担保設定その他いかなる処分も

してはならない。

(ア)本交付株式の株式数の２５パーセント相当数

　達成条件①を充足することが客観的資料に基づき明らかになった時点まで

(イ)本交付株式の株式数の２５パーセント相当数

　達成条件②を充足することが客観的資料に基づき明らかになった時点まで

 
(5) We社の人事に関する事項

本契約の当事者は、本契約において企図される取引（以下、本３項において「本件取引」といいます。）の実行手続

（以下、本３項において「クロージング」といいます。）後のWe社の人事に関する事項に関し、以下のとおり合意す

る。

・本契約締結後クロージング日までの間にWe社の経営状況に鑑み、合理的な範囲を超えるWe社の従業員の給与水準の引

き上げが行われていないことを前提に、クロージング後3年間、クロージング日におけるWe社の従業員の給与水準がク

ロージング日時点の水準を下回らないことに努める。

・We社の従業員の将来的な給与水準の変更については、年度業績及び翌期業績見込みを踏まえて、We社の取締役会にお

いて決定する。

 
(6) 譲渡人がWe社株式を当社に譲渡する義務の前提条件

譲渡人がクロージングを行い、それを完了させる義務は、①本契約上の当社の表明及び保証が、全て真実かつ正確であ

り、真実かつ正確でなくなるおそれのある事項がないこと（ただし、軽微な違反は除く。）、②当社が本契約上の義務

を履行又は遵守しており、不遵守が生ずるおそれがないこと、③本件取引の障害となる法的手続及び訴訟が存在せず、

かつ、そのおそれがないこと、④当社が本件取引のために必要な法律上の手続を履践していることが前提条件とされて

おります。

また、当社がクロージングを行い、それを完了させる義務は、①本契約上の譲渡人の表明及び保証が、真実かつ正確で

あり、重要な点において真実かつ正確でなくなるおそれを合理的に基礎づける事実がないこと、②当社が本契約上の義

務を履行又は遵守しており、不遵守が生ずるおそれを合理的に基礎づける事実がないこと、③本件取引の障害となる法

的手続及び訴訟が存在せず、かつ、そのおそれがないこと、④譲渡人及びWe社が本件取引のために必要な法律上の手続

を履践していること、⑤We社、ヤマワケエステート株式会社（以下「エステート」といいます。）、ヤマワケレンディ

ング株式会社（以下「レンディング」という。）、ヤマワケギャランティ株式会社（以下「ギャランティ」という。）

並びにヤマワケアート株式会社（以下「アート」といい、We社、エステート、レンディング及びギャランティと合わせ

「We社グループ」という。）について、その事業又は財務書類に重要な悪影響を及ぼし又はその可能性のある事由が発

生していないこと、⑥We社及びエステートに関しクロージング日時点までに開催すべき定時株主総会が有効に開催され
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たこと、⑦We社グループの過去の取締役報酬について必要な株主総会による承認がされていること、⑧We社グループの

株主名簿が法令に従って作成されていること、当社が本契約に定める株主名簿の写しなどの書類を受領していること、

⑨当社において、本交付株式の発行のために必要な手続きが全て履践されていることが前提条件とされております。

 
４ 【公開買付け又は株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠】

(1) 本株式交付に係る割当ての内容(株式交付比率)

当社は、Ｗｅ社の普通株式１株に対して、当社の普通株式12,429株を割当て交付いたします。なお、当社が本株

式交付によりＷｅ社の株式に係る割当てとして交付する当社の普通株式は、当社が全て新規に発行する株式です。

なお、当社が譲り受けるＷｅ社の普通株式の数の下限は25,148株とします。当社が当該下限の株式数を譲り受け

た場合に割当て交付する当社の普通株式は312,562,500株となり、2024年４月30日時点における当社の発行済株式総

数668,974,248株に対する割合は46.72％となります。

 
当社

(株式交付親会社)
Ｗｅ社

(株式交付子会社)

本株式交付に係る
株式交付比率

12,429 １

本株式交付により交付する株式数 当社普通株式：312,562,500株（予定）
 

注１．単元未満株式の取扱い

本株式交付により、１単元(100株)未満の当社の普通株式(以下「単元未満株式」といいます。)の割当て

を受けるＷｅ社の株主は、その保有する単元未満株式を東京証券取引所において売却することはできま

せん。そのような単元未満株式を保有することとなるＷｅ社の株主は、会社法第192条第１項の規定に基

づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。また、会

社法第194条第１項及び当社の定款第10条に基づき、当社に対し、自己の有する単元未満株式の数と併せ

て単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能です。

注２．１株に満たない端数の処理

本株式交付に伴い、当社株式１株に満たない端数の割当てを受けるＷｅ社の株主に対しては、当社は会

社法第234条その他関連法令の定めに従い、その端数の合計数に相当する当社の株式を売却し、係る売却

代金をその端数に応じて当該株主に交付いたします。
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(2) 割当ての内容の根拠及び理由

当社は、本株式交付に用いられる株式交付比率の検討に際しては、その公正性・妥当性を確保するため、当社及

びＷｅ社から独立した第三者算定機関である南青山ＦＡＳ株式会社を選定し、2024年８月29日付で、本株式交付に

係る株式交付比率算定報告書を取得しました。当社は、当該算定結果を参考に、Ｗｅ社の資産・負債の状況、同社

の現状・将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、慎重に検討を重ねた結果、上記「(1)本株式交付に係る割当ての

内容(株式交付比率)」記載の株式交付比率は、南青山ＦＡＳ株式会社が算定した株式交付比率レンジ内であり、当

社の株主の利益を損ねるものではなく、妥当であるとの判断に至りました。

なお、この株式交付比率は、算定の基礎となる諸条件について重要な変更が生じた場合、また、当社及びＷｅ社

の株主との間の協議により変更することがあります。

 
(3) 算定に関する事項

①　算定機関との関係

南青山ＦＡＳ株式会社は、当社及びＷｅ社の関連当事者には該当せず、本株式交付に関して記載すべき重要な

利害関係は有しておりません。

 
②　算定の概要

南青山ＦＡＳ株式会社は、当社については、当社の普通株式が東京証券取引所スタンダード市場に上場してお

り、一定の流動性も有していることから、本株式交付の対価としてその株式価値を評価する場合、市場株価法に

より十分に適正な結果が得られると判断したため、市場株価法を採用して算定を行いました。

市場株価法においては、2024年８月29日を算定基準日として、当社の東京証券取引所スタンダード市場におけ

る算定基準日の終値及び直近１か月間、２か月間及び３か月間の株価終値の単純平均値を基に、当社の株式価値

を分析しております。

算定手法 算定結果(１株当たり株式価値)

市場株価法 24円～24円
 

 
また、Ｗｅ社については、非上場会社であるため市場株価が存在しないこと、評価基準日時点での純資産額は

将来のキャッシュ・フローを考慮した株式価値を示していないと判断されること、Ｗｅ社が今後実施する事業上

の施策の進捗状況や実施確度如何によって利益水準は大幅に変動するため、類似上場会社比較法の計算要素であ

る利益とマルチプル(倍率)のうち利益についていずれの事業年度の利益水準を採用すべきか客観的かつ合理的な

判断が困難であること等を総合的に勘案し、将来の事業活動の状況を評価に反映するためにディスカウンテッ

ド・キャッシュ・フロー法(以下「ＤＣＦ法」といいます。)を採用して算定を行いました。

ＤＣＦ法においては、Ｗｅ社から提供を受けた2024年９月期から2028年９月期までの事業計画に基づき、Ｗｅ

社が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことによって

株式価値を算定しております。提供を受けた事業計画は、今後大幅な増収増益を見込まれておりますが、同社子

会社が運営する不動産クラウドファンディングによる取扱物件の大幅な拡大を前提とした計画となっておりま

す。計画の前提として、We社から進捗状況の報告、直近（2024年８月以降）の物件の償還に関する資料を受領

し、進捗期である2024年９月期の状況を確認できたことから、提供された今後の事業計画に妥当性があると判断

いたしました。

 
（単位：百万円）

 2024年９月期

（2024年6月～9

月）

2025年９月期 2026年９月期 2027年９月期 2028年９月期

営業収益 3,468 62,477 95,390 126,624 176,947

営業費用 2,882 59,891 90,825 120,109 166,270

営業利益 586 2,586 4,565 6,515 10,678
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なお、割引率は、「AICPA評価ガイダンス」に基づきＷｅ社の事業ステージを考慮の上で、ベンチャー・キャピ

タル・ハードルレートを参考に50％～70％を採用しております。また、継続価値は、EV/EBITDA倍率によるエグ

ジット・マルチプル法により算定した10.7倍に、コントロールプレミアム20～30％を加味した12.8倍～13.9倍を

採用しております。

算定手法 算定結果(１株当たり株式価値)

ＤＣＦ法 267,279円～516,344円
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この結果、当社の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の、Ｗｅ社の普通株式１株に対する株式交付

比率の算定結果は以下のとおりです。

 
株式交付比率の算定結果

11,027株　～　21,887株
 

 
南青山ＦＡＳ株式会社は、株式交付比率の算定に際して、当社及びＷｅ社から提供を受けた情報並びに一般に

公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なもの

であること、株式交付比率の算定に重大な影響を与える可能性がある事実で南青山ＦＡＳ株式会社に対して未開

示の事実はないこと等を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、

当社及びＷｅ社の資産及び負債(偶発債務を含みます。)について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含

め、独自の評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加え

て算定において参照したＷｅ社の事業計画に関する情報については、Ｗｅ社の経営陣により現時点で得られる最

善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。南青山ＦＡＳ株式会社の分析結果は、

2024年８月29日現在までの情報及び経済情勢を反映したものであります。

なお、当該事業計画は本株式交付の実施を前提としておりません。また、南青山ＦＡＳ株式会社による株式交

付比率の算定結果は、本株式交付における株式交付比率の公正性について意見を表明するものではなく、当社は

本株式交付における株式交付比率が当社の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・

オピニオン)を取得しておりません。

 
５ 【対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行(交付)される有価証券との相違

(株式交付子会社の発行有価証券と株式交付によって発行(交付)される有価証券との相違)】

１．株式の譲渡制限

当社の定款には普通株式の譲渡制限に係る定めはありませんが、Ｗｅ社の定款には、Ｗｅ社の株式を譲渡により

取得するには、株主総会の承認を受けなければならない旨の定めがあります。

 
２．単元未満株式を有する株主の権利

当社の定款には、単元株式数を100株とする旨の定め、及び当社の単元未満株式を有する株主は、自己の有する単

元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の単元未満株式を売り渡すことを当社に請求することができる旨の規

定が置かれておりますが、Ｗｅ社の定款には単元株式数に係る定めはありません。

 
３．剰余金の配当等

当社の定款には、取締役会の決議によって、剰余金の配当としての期末配当は毎年10月末日、中間配当は毎年４

月末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対しこれを行うことができる旨の定めがあり、Ｗｅ社の

定款には、剰余金の配当は、毎年９月末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に

対して行う旨の定めがあります。

 
４．相続人等に対する株式の売渡請求

当社の定款には、相続人等に対する株式の売渡請求に係る定めはありませんが、Ｗｅ社の定款には、相続その他

の一般承継によりＷｅ社の株式を取得した者に対し、当該株式をＷｅ社に売り渡すことを請求することができる旨

の定めがあります。
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６ 【有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項】

該当事項はありません。

 
７ 【公開買付け又は株式交付に関する手続】

１．株式交付に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式交付に関し、当社においては、会社法第816条の２第１項及び会社法施行規則第213条の２の各規定に基づ

き、①本株式交付計画、②会社法第774条の３第１項第２号に掲げる事項についての定めが同条第２項に定める要件

を満たすと当社が判断した理由、③会社法第774条の３第１項第３号から第６号までに掲げる事項についての定めの

相当性に関する事項、④会社法第774条の３第１項第８号及び第９号に掲げる事項についての定めの相当性に関する

事項、⑤Ｗｅ社の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面、⑥Ｗｅ社において最終事業年度の末日後

に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容、及び⑦

当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要

な影響を与える事象の内容を記載した書面を、2024年９月13日より当社本店に備え置く予定です。

①は、2024年８月30日付当社の取締役会において承認され、同年９月30日開催予定の当社臨時株主総会及び当社

の普通株主による種類株主総会において承認を求めることとする本株式交付計画です。②は、当社が譲り受けるＷ

ｅ社の株式の数の下限についての本株式交付計画の定めは、Ｗｅ社が効力発生日において当社の子会社(会社法施行

規則第３条第３項第１号に定める子会社をいいます。)となる数を内容としているものと当社が判断した理由を説明

するものです。③は、本株式交付における株式交付比率及びその株式交付比率の算定根拠、本株式交付計画におい

て定める本株式交付に伴い増加する当社の資本金及び準備金の額に関する事項、並びにＷｅ社の株式の譲渡人に対

する当社の株式の割当てに関する事項の相当性について説明するものです。④は、本株式交付において該当はござ

いません。⑤は、Ｗｅ社の2023年９月期に係る計算書類等に関する書類です。⑥は、Ｗｅ社の2023年９月期の末日

後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容を説明するものです。⑦は、当社の2023年10月期の末

日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象を説明する

ものです。

これらの書類は、当社の本店において、営業時間内に閲覧することができます。なお、本株式交付が効力を生ず

る日までの間に、上記①から⑦までに掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した書面を追加で

備え置きます。

 
２．株主総会等の株式交付に係る手続の方法及び日程

臨時株主総会基準日公告日 2024年７月19日

臨時株主総会基準日 2024年８月２日

株主総会付議承認取締役会決議日 2024年８月30日

株式交付計画承認取締役会決議日 2024年８月30日

臨時株主総会決議日 2024年９月30日（予定）

株式交付子会社の株式譲渡の申込期日 2024年10月７日（予定）

株式交付の効力発生日 2024年10月11日（予定）
 

(注) １．上記日程は、本株式交付の手続の進行等に応じて必要があるときは変更することがあります。

２．本株式交付は、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件としております。

 
３．株式交付子会社が発行者である有価証券の所有者が当該株式交付に係る行為に関して有する有価証券の買取請求

権を行使する方法

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ(E03993)

有価証券届出書（組込方式）

18/35



 

第２ 【統合財務情報】

 

(1) 連結経営指標等

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月
2019年
10月

2020年
10月

2021年
10月

2022年
10月

2023年
10月

売上高 (千円) ― 763,453 1,090,630 2,026,016 2,403,293

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) ― △37,676 243,730 △67,878 △408,869

親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(千円) ― △187,830 254,438 3,034 △372,673

包括利益 (千円) ― △185,148 253,117 17,956 △388,685

純資産額 (千円) ― 1,406,035 1,659,151 1,677,105 1,291,716

総資産額 (千円) ― 1,994,814 2,199,788 3,598,198 1,952,341

１株当たり純資産額 (円) ― 4.77 4.15 4.19 1.99

１株当たり当期純利益
又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) ― △0.81 0.71 0.01 △0.84

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 0.33 0.00 ―

自己資本比率 (％) ― 70.5 75.4 46.6 66.0

自己資本利益率 (％) ― △13.4 16.6 0.2 △25.1

株価収益率 (倍) ― ― 33.7 1,845.7 ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 142,094 149,360 △712,345 610,190

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △71,656 102,862 △43,932 87,070

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 151,360 △3,467 1,213,922 △1,066,316

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― 480,412 729,167 1,186,812 817,757

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
― 35 36 32 17
(―) (5) (8) (9) (9)

 

(注) １　第34期は子会社が存在しないので連結財務諸表を作成していないため記載しておりません。

２　第35期及び第38期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在するものの当期

純損失を計上しているため記載しておりません。

３　第35期及び第38期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりませ

ん。

４　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第37期の期首から適用しており、

第37期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月
2019年
10月

2020年
10月

2021年
10月

2022年
10月

2023年
10月

売上高 (千円) 827,971 763,453 1,090,630 2,026,016 2,397,790

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △16,863 △35,964 245,941 △64,618 △394,802

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △55,185 △186,073 256,649 6,474 △407,734

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 955,065 1,287,878 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数
　普通株式
　Ａ種種類株式
　第１回Ｂ種種類株式

(株)

 
189,692,398
4,640,771

―

 
294,692,398
4,640,771

600

 
400,000,510
4,640,771

600

 
400,000,510
4,640,771

600

 
646,185,819
4,640,771

600

純資産額 (千円) 930,286 1,407,792 1,663,120 1,684,514 1,264,064

総資産額 (千円) 1,840,931 1,996,047 2,203,728 3,605,423 1,871,330

１株当たり純資産額 (円) 4.90 4.78 4.16 4.21 1.95

１株当たり配当額

(内１株当たり中間配当額)

(円)
(円)

― ― ― ― ―

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり当期純損失金額(△)
(円) △0.43 △0.81 0.72 0.02 △0.92

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) ― ― 0.33 0.01 ―

自己資本比率 (％) 50.3 70.5 75.5 46.7 67.4

自己資本利益率 (％) △11.07 △15.92 16.71 0.39 △27.69

株価収益率 (倍) ― ― 33.4 865.0 ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 15,742 ― ― ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △6,911 ― ― ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 73,822 ― ― ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 258,613 ― ― ― ―

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
29 35 36 32 17
(7) (5) (8) (9) (9)

株主総利回り (％) 135.7 221.4 171.4 100.0 121.4
(比較指標：TOPIX) (％) (101.3) (95.9) (121.6) (117.2) (136.9)

最高株価 (円) 25 84 46 27 19

最低株価 (円) 8 16 21 13 12
 

(注) １　第34期、第35期及び第38期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在します

が１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

２　第34期、第35期及び第38期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

３　第35期以降は連結財務諸表を作成しておりますので、第35期以降の持分法を適用した場合の投資利益、営業

活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー

並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

４　最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年４

月４日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。なお、Ａ種種類株式及び第１回Ｂ

種種類株式は非上場株式であるため、該当事項はありません。

５　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を第37期の期首から適用してお

り、第37期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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(3) Ｗｅ社の経営指標等

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期

決算年月
2019年
９月

2020年
９月

2021年
９月

2022年
９月

2023年
９月

売上高 (千円) 0 0 1,818 ― 222

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △9,230 △7,681 △3,253 △151,027 △565,080

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △9,294 △7,751 △3,323 △151,317 △566,207

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 10,000 10,000 10,000 176,738 802,225

発行済株式総数 (株) 100 100 100 41,206 48,079

純資産額 (千円) △9,364 △17,115 △20,439 135,719 820,487

総資産額 (千円) 12,439 9,148 8,024 145,432 1,339,952

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― 3,293 17,065

１株当たり配当額

(内１株当たり中間配当額)

(円)
(円)

― ― ― ― ―

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり当期純損失金額(△)
(円) △92,944 △77,514 △33,235 △3,672 △11,776

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) △75.28 △187.09 △254,72 93.32 61.23

自己資本利益率 (％) 99.25 45.29 16.26 △111.49 △69.01

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 4,719 2,029 1,153 114,907 7,003
 

(注) １　１株当たり配当額(うち１株当たり中間配当額)、株価収益率、配当性向については配当実績がため、記載し

ておりません。

 
(4) 株式交付後の当社の経営指標等

上記各主要な経営指標等に基づく株式交付後の当社の経営指標等の見積もりとして、当社の最近連結会計年度の主

要な経営指標である「売上高」、「経常利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」並びにＷｅ社の最終事業年

度の主要な経営指標である「売上高」、「経常利益」及び「当期純利益」を合算すると、以下のとおりとなります。

もっとも、以下の数値は、単純な合算値に過ぎず、監査法人の監査証明を受けていない記載であることにご留意下

さい。また、「売上高」、「経常利益」及び「親会社株主に帰属する当期純利益」以外の指標等については、単純な

合算を行うことも困難であり、また、単純な合算を行うと却って投資家の皆様の判断を誤らせるおそれがありますこ

とから、合算は行っておりません。

 
売上高(千円) 2,398,012

経常利益(千円) △959,882

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) △973,941
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第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会

社との重要な契約)】

 

該当事項はありません。

 

第三部 【追完情報】

 
１．事業等のリスクについて

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第38期、提出日2024年１月30日)及び四半期報告書（第39期 第２四

半期　提出日2024年６月13日）(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当

該有価証券報告書等提出後、本有価証券届出書提出日(2024年８月30日)までの間において、当該有価証券報告書等に

記載された「事業等のリスク」について、下記のとおり変更がありました。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、下記の「事業等のリスク」に記載されたもの

を除き、本有価証券届出書提出日（2024年８月30日）現在においても変更の必要はないものと判断しております。

「３　事業等のリスク」について　※　訂正、追加した箇所に下線を付しております。

 
⑤株式価値の希薄化について

（ア）資金調達について

各事業を展開する中で資金需要の増加が生じた場合、株式発行による資金調達を行う可能性があります。

その場合、当社の普通株式の発行済株式数が増加することにより、株式価値が希薄化し、普通株式の市場価

格に影響を与える可能性があります。

（イ）種類株式の転換について

Ａ種種類株式及び第１回Ｂ種種類株式には普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項が付されている

ため、今後、各種類株式が普通株式に転換されることにより、当社の普通株式の発行済株式数が増加するこ

とにより、株式価値が希薄化し、普通株式の市場価格に影響を与える可能性があります。

（ウ）新株予約権の行使について

　　　2024年９月30日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、第６回新株予約権及

び第７回新株予約権を発行することが承認され、普通株式に転換されることにより、当社の普通株式の発行

済株式数が増加するため、株式価値が希薄化し、普通株式の市場価格に影響を与える可能性があります。

　（エ）株式交付について

　　　　2024年９月30日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、当社を株式交付親会

社とし、WeCapital株式会社を株式交付子会社とする株式交付計画が承認された場合、当社の普通株式の発行

済株式数が増加することにより、株式価値が希薄化し、普通株式の市場価格に影響を与える可能性がありま

す。

 
２．臨時報告書の提出について

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書の提出日(2024年１月30日)以降、本有価証券届出書提出日(2024年８月

30日)までの間において、下記の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 
(2024年１月30日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社は、2024年１月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの

であります。

 
２　報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年１月29日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
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依田俊一氏、松丸三枝子氏、岩崎比菜氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
監査等委員である取締
役３名選任の件

   

(注)

  

依田　俊一 4,807,844 21,465 - 可決 99.50

松丸　三枝子 4,808,747 20,562 - 可決 99.52
岩崎　比菜 4,808,118 21,191 - 可決 99.51

 

(注)　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確

認ができていない議決権数は加算しておりません。

 
(2024年５月９日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２　報告内容

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの

エボ　ファンド(Ｅｖｏ Ｆｕｎｄ)

 
(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 572,962個 8.62％

異動後 778,014個 11.71％
 

(注) １．上記は、提出された大量保有報告書(変更報告書)に基づき記載しているため、当該株主名義の実質所有株式

数を確認できたものではありません。

２．「所有議決権の数」は、上記株主が提出した大量保有報告書(変更報告書№24、№25)に基づき記載しており

ます。なお、議決権を有しないＡ種種類株式、第１回Ｂ種種類株式は控除しております。

３．「総株主等の議決権に対する割合」は、2024年４月23日現在の普通株式の発行済株式総数664,332,877株か

ら自己株式4,341株を控除した総株主の議決権の数6,643,285個を基準に算出しております。

 
(3) 当該異動の年月日

2024年５月８日

 
(4) 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額     　　　　　　　  　103,542,500円

発行済株式総数　普通株式　 　　　　664,332,877株

   　　　　　　Ａ種種類株式　　　 　4,640,771株

       　　　　第１回Ｂ種種類株式　  　　600株
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(2024年５月10日提出の臨時報告書)

１　提出理由

当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２　報告内容

(1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主ではなくなるもの

エボ　ファンド(Ｅｖｏ Ｆｕｎｄ)

 
(2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 778,014個 11.71％

異動後 601,543個 9.06％
 

(注) １．上記は、提出された大量保有報告書(変更報告書)に基づき記載しているため、当該株主名義の実質所有株式

数を確認できたものではありません。

２．「所有議決権の数」は、上記株主が提出した大量保有報告書(変更報告書№25、№26)に基づき記載しており

ます。なお、議決権を有しないＡ種種類株式、第１回Ｂ種種類株式は控除しております。

３．「総株主等の議決権に対する割合」は、2024年４月30日現在の総株主の議決権の数6,643,118個を基準に算

出しております。

 
(3) 当該異動の年月日

2024年５月10日

 
(4) 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額     　　　　　　　  　103,542,500円

発行済株式総数　普通株式　 　　　　664,332,877株

   　　　　　　Ａ種種類株式　　　 　4,640,771株

       　　　　第１回Ｂ種種類株式　  　　600株

 
 
３．資本金の増減

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書(第38期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日までの間におい

て次のとおり資本金が増加しております。

年月日
発行済株式

総数増減数(株)
発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

2023年12月21日
（注）１

500,000 651,327,190 3,542 103,542 3,542 3,542

2024年４月25日
（注）２

17,647,058 668,974,248 - 103,542 - 3,542

2024年７月16日
（注）３

4,166,667 673,140,915 50,000 153,542 50,000 53,542
 

（注）１．第５回新株予約権の一部が行使されたことによる増加であります。

２．第１回Ｂ種種類株式の取得請求権の行使による増加であります。

３．株式会社ＲＥホールディングに対する第三者割当増資（現物出資）による増加であります。
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第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
事業年度
(第38期)

自　2022年11月１日
至　2023年10月31日

2024年１月30日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

(第39期第２四半期)
自　2024年２月１日
至　2024年４月30日

2024年６月13日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して提

出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

　

2024年１月26日

株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

取締役会　御中
　

EY新日本有限責任監査法人

　東京事務所
 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 中　桐　　徹  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 川　井　恵一郎  

 

　

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮの２０２２年１１月１日から２０２３年１０月３１日までの連結会計年度

の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、

連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細

表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ及び連結子会社の２０２３年１０月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理

上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に

重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査

意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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レベル３の有価証券の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

　会社は、連結財務諸表注記「（連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事
項、（5） 重要な収益および費用の計上基準、②投資事
業」に記載されている通り、投資事業において金融商品
への出資、上場企業等の第三者割当増資の引き受け等を
行っており、営業投資有価証券を保有している。
　2023年10月31日現在、連結貸借対照表上、営業投資有
価証券295,882千円が計上されており、これには連結財
務諸表注記「（重要な会計上の見積り）(1) 営業投資有
価証券等」に記載のとおり、重要な観察できないイン
プットを使用して算定したレベル３の時価に区分される
有価証券（以下、「レベル３の有価証券」という）
62,519千円が含まれている。
　レベル３の有価証券は、連結財務諸表注記「（金融商
品関係）３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関
する事項」に記載の通り、主として、在外子会社が保有
する持分証券（非上場株式）である。時価は投資先の直
近決算書に基づく1株当たり純資産額を基礎として算定
しており、重要な観察できないインプットを用いて算定
されている。時価の算定にあたっては、経営者の主観的
な判断や見積りの不確実性が伴い、評価額の算出方法の
選定、適切でない仮定に基づいてインプットを変化させ
た場合の時価の変動により、会社の財政状態等に重要な
影響を与える可能性がある。
　以上より、レベル3の有価証券の評価は、会社の財政
状態及び経営成績への潜在的な影響が大きく、また、経
営者による主観的な判断や不確実性を伴うことから、当
監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当す
るものと判断した。
 

当監査法人は、レベル３の有価証券の評価にあたっ
て、以下の手続を実施した。
・ レベル３の有価証券の評価プロセスに係る内部統制

を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価を実施
した。

・ 会社が作成した投資先の評価検討結果の査閲及び投
資事業本部及び管理本部への質問により、
評価額の算定方法の合理性を検討した。

・ 会社が作成した投資先の評価検討結果及びその根拠
となる直近決算書の査閲及び監査人が独自に入手し
た投資先企業に関する公表情報等を利用した分析並
びに投資事業本部及び管理本部への質問により、イ
ンプットの適切性を検討した。

 

 

市場価格のない株式等の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

　会社は、連結財務諸表注記「（連結財務諸表作成のた
めの基本となる重要な事項）４．会計方針に関する事
項、（5） 重要な収益および費用の計上基準、②投資事
業」に記載されている通り、投資事業において金融商品
への出資、上場企業等の第三者割当増資の引き受け等を
行っており、営業投資有価証券を保有している。
2023年10月31日現在、連結貸借対照表上、営業投資有

価証券295,882千円が計上されており、これには連結財
務諸表注記「（重要な会計上の見積り）(1) 営業投資有
価証券等」に記載のとおり、市場価格のない株式等
60,597千円が含まれている。
市場価格のない株式等は、投資先の財政状態の悪化に

より実質価額が著しく低下し、回復可能性が十分な証拠
によって裏付けられない場合には、減損処理する必要が
ある。実質価額の算定にあたっては、投資先が発行する
有価証券の商品性を規定する契約等の諸条件が実質価額
に及ぼす影響を考慮する必要があり、実質価額が著しく
下落した場合、回復可能性を判断するために投資先の事
業計画とその実現可能性を検討するなど、経営者による
実現可能性に対する判断には主観性を伴い、事業計画に
は不確実性が伴う。
　以上より、市場価格のない株式等の減損は、会社の財
政状態及び経営成績への潜在的な影響が大きく、また、
経営者による主観的な判断や不確実性を伴うことから、
当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当
するものと判断した。
 

当監査法人は、市場価格のない株式等の評価にあ
たって、以下の手続を実施した。

・ 市場価格のない株式等の評価プロセスに係る内部統
制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価を実
施した。

・ 会社が作成した投資先の評価検討結果、契約書の査
閲及び投資事業本部及び管理本部への質問により実
質価額の算定方法の合理性を検討した。

・ 会社が作成した投資先の評価検討結果及びその根拠
となる直近決算書の査閲及び投資事業本部及び管理
本部への質問により、実質価額の適切性を検討し
た。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告

書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸

表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連

結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査

報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証

拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断し

た事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が

禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＲＥＶＯＬＵ

ＴＩＯＮの２０２３年１０月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮが２０２３年１０月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評

価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部

統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎

となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報

告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が

ある。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ

とにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を

実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基

づいて選択及び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体とし

ての内部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。

監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

 
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別

した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以上
 
※１ 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

　

2024年１月26日

株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

取締役会　御中
　

EY新日本有限責任監査法人

　東京事務所
 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 中　桐　　徹  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 川　井　恵一郎  

 

　

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮの２０２２年１１月１日から２０２３年１０月３１日までの第３８期事業

年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び

附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮの２０２３年１０月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であ

ると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成に

おいて対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

市場価格のない株式等の評価

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（市場価格のない株式等の評価）と同一内容

であるため、記載を省略している。
 

 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告

書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者

の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を

監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
 
※１ 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2024年６月13日

株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ

取 締 役 会 御 中

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　桐　　　徹  

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 川　井　恵一郎  

 

　

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮの２０２３年１１月１日から２０２４年１０月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間（２０２４年２月１日から２０２４年４月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（２０２３年１１月１日

から２０２４年４月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ及び連結子会社の２０２４年

４月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査

人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎

となる証拠を入手したと判断している。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連

結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づ

いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の

作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場

合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上

 
 

(注) １ 上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　 ２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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